
議案第６０号

１ 議 案 名

徳島県立学校規則及び徳島県立高等学校通学区域等に関する規則の

一部を改正する規則について

２ 提案理由

徳島県立学校設置条例の一部が改正され、徳島県立城ノ内高等学校が

廃止されることに伴い、関係規則について所要の整理を行う必要がある。

教 育 創 生 課



徳島県立学校規則及び徳島県立高等学校通学区域等に関する規則

の一部を改正する規則について

教育創生課

１ 規則改正の理由

徳島県立学校設置条例（昭和３９年徳島県条例第５５号）の一部が改正され，徳島県

立城ノ内高等学校が廃止されることに伴い，関係規則について所要の整理を行う必要が

ある。

２ 規則改正の概要

（１）徳島県立学校規則（昭和３３年徳島県教育委員会規則第３号）の一部改正

別表第一から徳島県立城ノ内高等学校の項を削る。

（２）徳島県立高等学校通学区域等に関する規則（昭和４６年徳島県教育委員会規則第１

２号）の一部改正

別表第二の表から徳島県立城ノ内高等学校を削る。

３ 施行期日（等）

令和５年４月１日
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条

例

等

立

案

表

題

名

課
（
室
）
名

徳
島
県
立
学
校
規
則
及
び
徳
島
県
立
高
等
学
校
通
学
区
域
等

教

育

創

生

課

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

担
当
者
名

宮

本

篤

志

電
話
番
号

三

一

五

三

制
定
理
由

徳
島
県
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
徳
島
県
立
城
ノ
内
高
等
学
校
が
廃
止
さ
れ
る
こ

と
に
伴
い
、
関
係
規
則
に
つ
い
て
所
要
の
整
理
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

あ
ら
ま
し

一

徳
島
県
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
に
掲
げ
る
規
則
に
つ
い
て
所
要
の
整
理
を

行
う
こ
と
と
し
た
。

１

徳
島
県
立
学
校
規
則

２

徳
島
県
立
高
等
学
校
通
学
区
域
等
に
関
す
る
規
則

二

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

予
算
上
の
措
置

関
係
法
規

徳
島
県
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
五
年
徳
島
県
条
例
第
●
●
号
）

法
令
審
査
会

要

・

否
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徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号

徳
島
県
立
学
校
規
則
及
び
徳
島
県
立
高
等
学
校
通
学
区
域
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年

月

日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

浩

一

徳
島
県
立
学
校
規
則
及
び
徳
島
県
立
高
等
学
校
通
学
区
域
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

（
徳
島
県
立
学
校
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

徳
島
県
立
学
校
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
徳
島
県
立
城
ノ
内
高
等
学
校
の
項
を
削
る
。

（
徳
島
県
立
高
等
学
校
通
学
区
域
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

徳
島
県
立
高
等
学
校
通
学
区
域
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則

第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

別
表
第
二
の
表
中

徳
島
県
立
城
ノ
内
高
等
学
校

を
削
る
。

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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１

徳
島
県
立
学
校
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）

新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

高
等
学
校
全
日
制
の
課
程

高
等
学
校
全
日
制
の
課
程

学
校
名

学
科
及
び
類
名

所
在
地

学
校
名

学
科
及
び
類
名

所
在
地

（
略
）

（
略
）

（
削
除

（
削
除
）

（
削
除
）

徳
島
県

普
通
科

徳
島
市
北
田
宮

）

立
城
ノ

一
丁
目

内
高
等

学
校

（
略
）

（
略
）

２

徳
島
県
立
高
等
学
校
通
学
区
域
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）

新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

徳
島
県
立
城
東
高
等
学
校

徳
島
県
立
城
東
高
等
学
校

（
削
除
）

徳
島
県
立
城
ノ
内
高
等
学
校

徳
島
県
立
富
岡
東
高
等
学
校

徳
島
県
立
富
岡
東
高
等
学
校

徳
島
県
立
川
島
高
等
学
校

徳
島
県
立
川
島
高
等
学
校
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